
年金だより
市民課医療年金グループ（☎84－5005）、日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある人へ
国民年金保険料の追納をお勧めします！

暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免
除・法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認
を受けた期間がある場合、保険料を全額納め
た場合と比べ、老齢基礎年金（65歳から受け
られる年金）の受取額が少なくなります。
　ただし、免除などの承認を受けた期間の保
険料を後から納付（追納）することで、老齢基
礎年金の年金額を増やすことができます。ま
た、社会保険料控除により所得税・住民税が軽
減されるので、追納していただくことをお勧
めします。

▷ 追納する場合は、市民課医療年金グループまたは日本
年金機構津年金事務所でお申し込みください。厚生労
働大臣の承認を受けた後、納付書が郵送されます（口座
振替やクレジット納付はできません）。
▷ 追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内
の免除等期間に限られます。
▷ 承認を受けた期間のうち、原則として古い期間から納
付していただきます。
▷ 保険料の免除などの承認を受けた期間の翌年度から起
算して、３年度目以降に保険料を追納する場合、当時
の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされま
す。

追納の手続きなど

●日本年金機構ホームページ　URL https：//www.nenkin.go.jp/

総務課情報統計グループ(☎84－5032）

令和２年
国勢調査を
実施します

　令和２年10月１日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯を対象に国勢調査を実施します。国勢
調査の結果は、社会福祉や雇用対策、防災対策、生活環境の整備などの計画策定に活用されるほか、民間企業
の活動などさまざまな場面で利用されています。
　９月中旬から調査員が皆さんのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れる
などしてお配りします。新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、調査書
類の配布や調査票の受け取りを、できる限り、皆さんと調査員が対面しない非
接触の方法で行います。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
　なお、回答は、できる限りインターネットや郵送でお願いします。

問合先

インターネット回答期間

9/14（月） 10/7（水）
調査票（紙）での回答期間

10/7（水）10/1（木）
詳しくは、「国勢調査2020総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/
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